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Ⅰ 「中期的な医療費の推移に関する見通し」策定の主旨

１ 策定の背景

「 」平成２０年４月１日から施行されることになった 高齢者の医療の確保に関する法律

により、都道府県において医療費の適正化を推進するための計画の策定が義務付けられ

ました。

、「 」国が示す医療費適正化計画は 医療費適正化に関する施策についての基本的な方針

において 「住民の健康の保持の推進」として生活習慣病予防対策の 「医療の効率的、 、

な提供の推進」として療養病床の再編成及び平均在院日数の短縮の政策目標を掲げ、そ

の目標の達成により、５年後の医療費の見通しを定めるものとされています。

しかしながら、医療費に関しては、健康保険法をはじめとする医療保険各法に基づく

社会保険制度として、ナショナルミニマムの観点から、診療報酬の設定をはじめ制度の

設計と実施に責任と権限を有する国が一元的に管理していることから、都道府県では、

国民健康保険法に基づく医療費を除いては、都道府県単位の医療費総額は把握できない

ため、その見通しは、国が示すデータと手法により行うこととなります。

こうしたことから、京都府においては、府民の保健医療水準の向上を目指すことを基

本として、次の考え方により中期的な医療費の推移に関する見通しを策定します。

２ 策定に当たっての京都府の考え方

急速な高齢化が進行し、今後とも医療に対する国民のニーズが増大かつ多様化する中

で、負担と給付の適切なバランスを保ちつつ、誰もが安心して、必要な医療サービスを

、 。受けることができる 持続可能な安定した医療保険制度を堅持していくことが大切です

京都府では、制度に責任と権限をもつ国に対して、これらの取り組みが適切に推進さ

れるよう求めていきます。

府民の保健医療水準の向上を図る観点から、健康長寿日本一に向け、健康寿命の延伸

を阻害する主な死亡原因や要介護原因となる疾患等を減少させるため、生活習慣病予防

を徹底することとし、併せて、医療の質を確保しつつ、切れ目のない医療提供体制を構

築することとします。

本見通しは、こうした施策の内容とその結果としての中期的な医療費の見通しを示す

こととします。
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Ⅱ 医療費を取り巻く現状と課題

京都府の現状

(1) 医療費の推移及び動向

ア 医療費

全国での医療費を示す国民医療費は、平成１７年度の数値で約33.1兆円であり、

前年度と比べて約１兆円、3.2％の増加となっています。

過去５年間の国民医療費を見ると、診療報酬のマイナス改定等により、平均２％

弱の伸びとなっていますが 平成１７年度を含め こうした改正のなかった年度 例、 、 （

えば平成１３年度は3.2％）の伸びはそれぞれ３％を超える伸びとなっており、自

（ ） 。然体の国民医療費は毎年１兆円 年率３％強 程度ずつ伸びる傾向を示しています

本府の医療費の状況は、平成１７年度の医療費総額は7,039億円、一人当たり国

民医療費は２６６千円（全国２５位）と全国平均（２５９千円）より若干高くなっ

ています。

これについては、老人医療費の影響が考えられます。
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イ 老人医療費

老人医療費を見ると、平成１７年度老人医療費は11兆6千億円で国民医療費全体

の約35％を占めており、一人当たり老人医療費は、平成１７年度全国平均821,403

円と前年度比5.3％の増加となっています。

、 、 、１人当たり老人医療費は 都道府県間での格差が大きく 全国平均82万円に対し

最高は、福岡県の約102万円、最低は長野県の約67万円となっています。

本府の１人あたり老人医療費は898,709円(前年度比4.9％の増加)で全国第１０位

（入院医療費 全国１２位、入院外医療費 全国６位）と全国平均と比べ高くなっ

ています。
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(2) 病床数等の状況

平成１８年６月現在、本府における開設許可病床は次のとおりとなっています。

『平成１８年病院報告』

全病床数 一般病床 療養病床 精神病床 結核病床(内介護療養病床) 感染症病床

３６,６６６床 ２２,５５３床 ７,２１０床 (３,９２６床) ６,５１６床 ３６床 ３５１床

平成１７年度医療施設調査によると、人口１０万人当たりの病床種類別病床数につ

いては、一般病床が全国707.7床に対し、847.3床と多くなっており、逆に、療養病床

は全国281.2床に対し266.6床、精神病床は、全国277.3床に対し246.1床と低くなって

います。

療養病床については、全国的にも偏在が大きく、人口１０万人当たりの最高は、高

知県の1,022.4床、最低は神奈川県の142.7床となっています。

また、京都府は、療養病床のうち介護保険適用の療養病床（以下「介護療養病床」

と言います ）が全体の５割強を占めており、全国でも唯一、医療保険適用の療養病。

床（以下「医療療養病床」と言います ）よりも介護療養病床の方が多い都道府県と。

なっています。

142.7

1022.4

266.6281.2

0

200

400

600

800

1000

1200

高
知
県

山
口
県

徳
島
県

熊
本
県

鹿
児
島
県

佐
賀
県

北
海
道

福
岡
県

富
山
県

長
崎
県

石
川
県

愛
媛
県

広
島
県

宮
崎
県

島
根
県

福
井
県

沖
縄
県

静
岡
県

大
分
県

鳥
取
県

和
歌
山
県

山
梨
県

岡
山
県

全
　

国

大
阪
府

香
川
県

京
都
府

兵
庫
県

群
馬
県

新
潟
県

三
重
県

奈
良
県

秋
田
県

栃
木
県

岩
手
県

青
森
県

福
島
県

埼
玉
県

茨
城
県

滋
賀
県

愛
知
県

長
野
県

千
葉
県

東
京
都

岐
阜
県

山
形
県

宮
城
県

神
奈
川
県

（床） 人口１０万人当たり療養病床数
『医療施設調査』（平成１７年度）

２６位
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(3) 平均在院日数の状況

平成１８年の本府の平均在院日数は、35.2日と全国平均(34.7日)を上回っています

が、介護療養病床を除けば31.3日と、全国平均(32.2日)を下回っています。

平均在院日数は、全国的にも短縮傾向にありますが、本府と一番短い長野県とを比

較すると、約８日間（介護療養病床を除けば６日間）以上の開きがあります。

また、全国平均に比べ、一般病床は2.3日、精神病床は29.5日長くなっています。
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平均在院日数（介護療養病床を含む） （単位：日）

年度 京都府 全国 全国との差 長野県 長野県との差

平成14年 38.5 37.5 +1.0 26.9 +11.6

平成15年 37.3 36.4 +0.9 26.8 +10.5

平成16年 37.4 36.3 +1.1 27.1 +10.3

平成17年 36.5 35.7 +0.8 27.3 + 9.2

平成18年 35.2 34.7 +0.5 26.7 + 8.5

平均在院日数（介護療養病床を除く） （単位：日）

京都府 全国 全国との差 長野県 長野県との差

平成18年 31.3 32.2 -0.9 25.0 + 6.3

平成１８年度病床種類別平均在院日数（介護療養病床含む） （単位：日）

一般病床 療養病床 精神病床 結核病床 感染症病床

京都府 21.5 174.8 349.8 52.1 2.5

全 国 19.2 171.4 320.3 70.5 9.2

長野県 16.9 99.7 262.6 87.9 6.2

平均在院日数とは、入院患者の入院日数の平均値を示すもので、病院報告

では、次の計算式で算出することとされています。

平均在院日数＝年間在院患者延べ数

÷((年間新入院患者数＋年間退院患者数)×1/2)
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32.231.3
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(4) 生活習慣病及びメタボリックシンドロームの状況

ア 生活習慣病に分類される疾患の状況

平成１７年京都府患者調査によれば、府内病院の入院患者数を傷病別にみると、

「循環器系の疾患」が6,817人(21.8％)と最も多く、次いで 「精神及び行動の傷、

害」が5,973人(19.1％)、新生物が3,863人(12.3％)となっています。

また、国保の医療費統計においても、医療給付の費用額は、循環系の疾患が最も

高く 次いで新生物の順になっています 京都府国民健康保険疾病分類別統計 平、 。（ （

成１９年５月診療分 ））

「循環器系の疾患」中でも 「脳血管疾患」によるものが最も多く、脳梗塞につ、

いては、６０歳台から増え始め、７０歳を超えると急激に上昇しており、脳梗塞の

入院患者中に占める７０歳以上の割合は８割を超えています。

その他

18.0%

（5,638人）

呼吸器系の疾患

4.6% （1,436人）

筋骨格系及び

結合組織の疾患
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消化器系の疾患

4.4% （1,384人）

神経系の疾患

7.3% （2,278人）

損傷中毒及びその他

の外因の影響

7.9% （2,468人）

新生物

12.3%

（3,863人）

精神及び

行動の障害

19.1%

（5,973人）

循環器系の疾患

21.8%

（6,817人）

府内病院
31,303人

『京都府患者調査結果報告書』（平成１７年）
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『京都府患者調査結果報告書』（平成１７年）脳梗塞による入院患者数（府内病院）
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イ メタボリックシンドロームの状況

平成１７年度国民健康・栄養調査によると、内臓脂肪症候群（メタボリックシン

ドローム）の該当者及び予備群を合わせた割合は、おおよそ４０歳～７４歳の男性

の２人に１人、女性の５人に１人となっており、平成１７年１０月１日現在（国勢

調査人口）を用い、それぞれ該当者及び予備群を推計したところ、該当者数は約９

２０万人、予備群数は約９８０万人、併せて約１，９００万人と推計されます。

今後、さらに高齢化が進行することから、青年期、壮年期から、生活習慣病にな

らないための取り組みの必要性を示しています。
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(5) 人口推移等

現在、京都府の人口は減少に転じていますが、高齢者人口はしばらく増加を続ける

と予想されており、６５歳以上の人口は、平成１７年は５３万人ですが、平成３２年

には約７４万人になると推計されています。

、 、 、総人口に占める６５歳以上の人口の割合は 平成１７年は約２割 平成３７年には

約３割と推計されます。

（ ）京都府の将来推計人口 単位：千人

H17 H22 H27 H32 H37 H42 H47

総人口 2,648 2,629 2,590 2,533 2,459 2,372 2,274

６５歳以上 534 614 712 740 734 731 735

６５歳以上の割合 20.2％ 23.4％ 27.5％ 29.2％ 29.9％ 30.8％ 32.3％

『 』（ ）日本の都道府県別将来推計人口 平成19年5月推計

国立社会保障・人口問題研究所
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Ⅲ 医療費の推移見通しを立てるに当たっての留意点

１ 推計に当たって留意すべき点

今後の保健医療政策については、府民の健康と医療のあり方を展望し、府民の生活の質

を確保・向上するうえで必要な保健医療サービスの確保を図ることを目指すものでなけれ

ばなりません。

、 、 、また 急速に高齢化が進行する中で 人生８０年時代を生き生きと健康で暮らすため

青年期、壮年期から、生活習慣病にならないよう健康の保持増進に努め、高齢期において

も健康で生き生きと暮らせる環境づくりを進めるような 「健康寿命」を延伸させる取り、

組みが求められています。

こうした前提に立って、京都府としては、次の項目について留意して今後の医療費の推

移見通しを立てることとします。

生活習慣病予防

生活習慣病は、患者の生活の質を著しく低下させるのみでなく、経済的にも社会全

体として大きな負担になると推察されます。

生活習慣病の発症リスクを高めるものとして見過ごせないメタボリックシンドロー

ムの該当者及びその予備群については、早期の段階で保健指導を確実に行い、生活習

慣病の改善に自ら取り組むように行動変容を促し、生活習慣病予防につなげ、また、

重症化を防止することで、府民の生活の質の維持・向上を図ることが重要となってい

ます。

「健やか長寿の京都ビジョン（京都府保健医療計画 」の成果指標として掲げる目）

標値は次のとおりです。

○ 特定健康診査の実施率 ７０％ 平成２４年度

○ 特定保健指導の実施率 ４５％ 平成２４年度

○ メタボリックシンドローム １０％ 平成２４年度

該当者・予備群の減少率 (平成20年度対比)

○ 特定健康診査については、平成２４年（2012年）度において、40歳から74歳まで

の対象者の70％以上が特定健康診査を受診することを目指します。

○ 特定保健指導については、平成２４年（2012年）度において、当該年度に特定保

健指導が必要と判定された対象者の45％以上が特定保健指導を受けることを目指し

ます。

、 （ ）○ メタボリックシンドローム該当者・予備群の減少率については 平成２４年 2012年

、 （ ）度時点でのメタボリックシンドロームの該当者及び予備群が 平成２０年 2008年

度当初と比べて10％以上減少することを目指します。
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このため、特定健康診査等の受診率の向上や効果的な健診実施方法等について協議

会を設置し検討するとともに、保険者協議会と連携し、市町村や各保険者、健診機関

等の従事者の技術向上を支援します。

また、受診者の利便性に配慮し、特定健診とがん検診とのセット健診や、４０歳・

５０歳などの節目健診、夜間・休日健診など受診率向上に取り組む市町村を支援しま

す。

療養病床の再編成

平成２３年度末の介護療養病床の廃止に伴う療養病床の再編成については、国の参

酌標準によるのではなく、住み慣れた地域で高齢者が安心・安全に暮らし続けられる

よう、高齢者にとって必要な医療や介護などのサービスが適切かつ十分に提供される

体制づくりを進める中で、高齢者の介護・医療を担う療養病床を老人保健施設等を含

めた全体像の見通しとして示します。

現時点における療養病床の見通し

＜平成１９年４月１日＞ ＜平成２４年度末＞

医療療養病床

約３，６６０床

医療療養病床

２，６４７床 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床

（転換分）約１００床

介護療養型（転換型）

（ ）介護療養病床 老人保健施設 転換分

３，８２２床 約２，４００床

一般病床（転換分）

約３００床

療養病床の計 合 計

６，４６９床 約６，５００床

※医療療養病床数は 「京都府における必要療養病床数：３，６６０床」を置いたものであり、その、

他の数値は、この間の医療機関との意見交換等における状況により、京都府において推計したもの

である。
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平均在院日数

本府の平成１７年度一人当たり国民医療費は、全国平均を上回っており（全国２５

位 、特に老人医療費は、全国第１０位となっています。）

また、平均在院日数と老人医療費とは高い相関関係にあるとされており、平成18年

平均在院日数（介護療養病床を除く）は、一番短い長野県と京都府とは、約６日間の

開きがあります。

今後、さらに高齢化が進展する中でも、医療機能の分担と連携により、急性期から

慢性期を経て在宅復帰するまでの切れ目のない医療を効果的に提供することにより、

平均在院日数の短縮が図られるものと考えられます。

なお、国は平均在院日数の短縮策の一つとして療養病床の転換（介護療養病床の廃

止、医療療養病床の削減）を進めることとしています。本府においては、療養病床は

全体としては減少するものの、介護療養病床の方が医療療養病床よりも多いという京

都府の特殊性のため、医療保険適用の療養病床は逆に増加する見通しであるため、こ

れにより、平均在院日数の短縮が図られるものとはなりません。

よって、本府においては、平均在院日数（介護療養病床を除く）の短縮は、療養病

、「 （ ）」、床の再編成によるのではなく 健やか長寿の京都ビジョン 京都府保健医療計画

「京都府地域ケア確保推進指針」等による施策の推進等、健康な生活を続けていくこ

とのできる環境づくりを進めることにより、結果として平均在院日数が短縮されるも

のと考えています。

平成２４年において、平均在院日数は、平成18年の京都府の平均在院日数(31.3○

日)と 全国最短の長野県の平均在院日数(25.0日)との差(6.3日)の３分の１(2.1日)、

短縮される見通しとしています （31.3日－2.1日＝29.2日）。

このためには、地域の医療機関相互の機能分担と連携強化が重要であり、地域の実

状に応じた具体的な医療連携体制を構築し、かかりつけ医は、病院との通院医療にお

ける機能分担や、専門医療機関への患者の紹介、在宅の寝たきり老人等の緊急時に対

京都府の平均在院日数
31.3 日

2.1 日
　(6.3×1/3=2.1日短縮)
※長野県（最短県）との差を1/3短縮

京都府と長野県との差
6.3 日 29.2 日

25.0 日
長野県の平均在院日数
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応できるよう、病診連携の取組の充実・強化や、地域医療支援病院等かかりつけ医を

支援する病院においては、症例検討会の実施やかかりつけ医を対象とした研修の充実

を図る必要があります。

また、在宅医療を担う訪問看護ステーション等の設置促進及び機能充実のために、

その立ち上げ等に対する支援など在宅医療提供体制の充実を推進します。

２ 医療費の見通し

以上の「医療費の推移見通しを立てるに当たっての留意点」を前提として、国の示す

標準的な都道府県医療費の推計方法（ 医療費推計ソフト ）により、５年後の京都府「 」

の医療費の推移を推計すると、平成２４年度には次のような額になります。

平成２４年度における医療費の見通し ８３２，４６３，９０４千円

（平成２０年度の医療費総額（推計） ７３２，８７６，６１４千円）

（参考）国の医療費推計ソフトによる結果

平成２０年度 平成２４年度

（初年度） （５年後）

○ 現状のまま推移 計 45,823（千日） → 46,017（千日）

総 入 院 8,904（千日） 9,188（千日）

入院外 36,919（千日） 36,828（千日）

日

平均在院日数 計 → 45,405（千日）

数 減少後 入 院 現状と同じ 8,576（千日）

入院外 36,828（千日）

○ 現状のまま推移 計 278,004円 → 324,462円

１ 入 院 112,601円 130,737円

人 入院外 145,885円 171,940円

当 歯 科 19,517円 21,785円

た

り 平均在院日数 計 → 318,581円

医 減少後 入 院 現状と同じ 124,856円

療 入院外 171,940円

費 歯 科 21,785円

○総 医 療 費 平成２０年度 平成２４年度

現状のまま推移した場合 732,876,614千円 → 847,831,636千円

施策を実施し、平均在院 現状と同じ → 832,463,904千円

日数が減少した場合 (▲15,367,732千円)
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Ⅳ 健康長寿を実現するに当たっての施策の推進と京都府及び関係機関の連携・協力

１ 施策の推進

Ⅲで示す 「生活習慣病予防 「療養病床再編成」及び「平均在院日数」に留意しつ、 」

つ、健康長寿を実現するため 「健やか長寿の京都ビジョン（京都府保健医療計画 、、 ）」

「京都府地域ケア確保推進指針」などの関係計画等と整合性を図りながら、生活習慣病

予防対策及び医療サービス供給体制の整備を推進します。

（１）健やか長寿の京都ビジョン（京都府保健医療計画）の推進

地域の保健医療を支える基盤づくり

（在宅生活を中心とした医療連携体制）対策の方向

ポイント

★地域の医療機関相互の機能分担と連携強化

①地域の実状に応じた具体的な医療連携体制の構築

・ がん、脳卒中などの主な疾病や小児救急等に対応できる医療提供体制が確

保されるよう、二次医療圏ごとに設置している「地域保健医療協議会」で、

個々の患者の治療開始から終了までの全体的な治療計画（地域連携クリティ

カルパス）の普及など具体的な方策を検討、推進

・ 近隣府県との患者の受療動向を踏まえ、他府県関係者との協議を行い、そ

の内容に即した連携体制を構築

・ 各圏域における疾病ごとの医療機能を府ホームページで情報提供

②かかりつけ医、地域医療支援病院等

・ かかりつけ医は、病院との通院医療における機能分担や、専門医療機関へ

の患者の紹介、在宅の寝たきり老人等の緊急時に対応できるよう、病診連携

の取組を充実・強化

・ 地域医療支援病院等かかりつけ医を支援する病院は、地域連携室の設置、

症例検討会の実施、病床や機器の共同利用、かかりつけ医を対象とした研修

を充実

・ 地域医療支援病院の指定の承認意向を有する病院について、承認要件が満

たされるよう条件整備を支援

★在宅医療提供体制の充実

・ 在宅医療サポートセンター（府医師会設置予定）への支援等を通じて、在

宅療養支援診療所や訪問看護ステーションなど在宅サービスを提供する機関

を支援

・ 在宅における終末期医療を推進するため、かかりつけ医等を対象とした研

修を実施

・ 訪問看護に従事する看護師等の養成と資質向上を図るため、訪問看護の研修

を実施

・ 在宅医療を担う訪問看護ステーション等の設置促進及び機能充実のために、
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その立ち上げ等に対して支援

・ 病院の退院調整機能の充実を図るため、看護師や医療ソーシャルワーカーを

対象とした研修を実施

・ かかりつけ薬局（薬剤師）の定着支援

主な死因に着目した切れ目ない保健医療サービスの提供

（がん）対策の方向

ポイント

★がんの予防・早期発見

・ 受診強化月間を設定し、街頭啓発や公共施設における展示及び家族を通じた

受診の呼びかけなどの啓発活動を集中的に展開

、 、・ 乳がんの早期検診の必要性を伝えるピンクリボン活動など 関係団体や企業

学生等と協働した検診や啓発活動を展開

・ 罹患率の高まる年齢層や罹患リスクの高い人などに重点をおき、受診を促進

するとともに、事業所（職場）へのセミナー等の実施や検診に積極的に取り組

む団体等を表彰

、 、・ セット検診や夜間・休日検診 個別通知など検診を受けやすい環境づくりや

検診対象年齢の拡大などに取り組む市町村への交付金制度の創設や４０歳・５

０歳などの節目の検診受診者の負担軽減への支援

・ 高校生等若年者を対象とするがんに関する正しい知識の普及

・ がん検診の受診率の向上や効果的な実施方法等について協議会を設置し検討

するとともに、検診従事者への研修を実施

・ 受診率、発見率等のデータを分析・公表するなど、がん検診の精度管理・事

業評価を推進

★がん医療体制の充実

①世界的叡智を活かした総合的がん対策の推進

・ 「がん征圧センター」を有す京都府立医科大学と 「がんセンター」を有、

す京都大学医学部の協力・連携のもと 「がん対策総合戦略推進会議」によ、

り、京都府におけるがん医療のあり方について検討

・ 府立医科大学と京都大学医学部を中心に、地域がん診療連携拠点病院をは

じめとする医療機関の連携による、がん患者に対する高度専門医療体制を構

築するとともに、京都府全域におけるがん医療水準向上の総合的な対策を推

進

②都道府県がん診療連携拠点病院（府立医科大学附属病院）

・ 「京都府がん診療連携協議会」を設置し、診療連携体制等がん医療に関す

る情報交換のほか、府内の院内がん登録データの分析・評価、研修計画や地

域連携クリティカルパスの作成等を実施

・ 地域がん診療連携拠点病院等の医師やコメディカルを対象とした化学療法

や緩和医療など診療技術向上のための研修等を実施

・ 診療設備整備、専門医・専門スタッフの配置等化学療法、放射線療法に係
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る体制を充実

③地域がん診療連携拠点病院

・ 診療設備整備、専門医・専門スタッフの配置等化学療法、放射線療法に係

る体制を充実

・ 日本人に多いがんについての地域連携クリティカルパスの作成等、治療の

標準化や医療情報の提供・連携強化を促進

・ 放射線治療器等の共同利用や早期診断など、地域の医療従事者への診療支

援

・ 症例検討会、公開カンファレンスの実施等、地域の医療従事者向けの研修

機会を充実

・ 緩和ケアチームによる専門的ケアの提供、かかりつけ医に対する緩和ケア

の知識の普及等、がんの早期から緩和ケアを実施するための取組を推進

④がん医療の地域格差解消・均てん化の推進

・ がん診療連携拠点病院のない二次医療圏において、中核的病院を拠点病院

に準ずる病院（地域がん診療連携協力病院（仮称 ）として位置付け、化学）

療法等診療機能の強化を図るとともに、相談体制やかかりつけ医の研修機会

を充実

・ がんの診断・治療機能の充実のため、医療機関の高度医療機器整備を促進

⑤専門医療従事者の確保

・ 大学等と連携し、専門医の資格取得に必要な教育・研修機会を府内で確保

・ がん治療・緩和ケア等の専門知識を有する認定看護師、認定薬剤師等の養

成講習会の開催及び養成機会の確保

・ 全てのがん診療連携拠点病院が専門医療従事者を確保できるよう、研修等

への派遣について支援

★在宅・緩和医療

・ がん診療連携拠点病院等の指導者層の養成

・ 地域中核病院のがんに関わる医師・看護師・薬剤師等やかかりつけ医への緩

和ケア研修

・ 看護師への在宅ホスピスケア研修

・ 緩和ケア病床や緩和ケア病棟の設置促進

・ かかりつけ医や患者・家族からの相談窓口など、在宅緩和ケア支援体制の充

実

・ 中核病院、診療所、訪問看護ステーション等と連携した在宅での体制構築に

向けた取組を実施し、そのノウハウを普及

★がん患者の視点に立った情報提供・調査研究

①相談支援体制等の充実

・ 中核病院におけるセカンドオピニオンの実施や専門相談窓口の充実、患者

会等の育成、患者サロンの設置を支援

・ がん患者や家族等の悩みや要望を捉え、がん対策に反映させるため、定期

に開催する医療審議会等で協議
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②診療情報の公表

・ 患者の視点に立ったがんの医療情報を府ホームページ「京都健康医療よろ

ずネット」等で提供

・ がん診療連携拠点病院等と連携し、講演会、冊子等によるがん予防等の普

及啓発の充実、診療拠点病院等の診療体制や治療方法、症例数等など医療情

報の提供を促進

③がん登録の普及・促進

・ がん診療連携拠点病院を中心に、標準登録様式による院内がん登録を普及

・促進

・ 地域がん登録の登録率及び精度の向上を図り、部位別のがん罹患率など、

がん対策の推進に必要なデータを収集・分析

④がん研究の推進

・ 府立医科大学等におけるがんの予防・医療に関する研究の推進

（脳卒中）対策の方向

ポイント

★脳卒中の予防・早期発見

①身近な健康づくりへの支援

・ 「一駅ウォーキング運動」やテーマ性を持ったウォーキングの設定など、

日常生活の中で取り組める手軽な健康づくりやその効果を府民に広く発信

・ 地域や職場等で禁煙トライアルやタウンウォークなど健康づくりに積極的

に取り組むグループの活動を支援、表彰

・ 健康手帳の配布や健康教室、訪問指導など、府民に身近な健康増進事業を

実施する市町村を支援

・ 地域の食材などを活かした健康レシピの作成・普及、外食時のヘルシー食

情報の提供など食を通じた健康づくりを推進

②健康づくり支援センター機能の整備による特定健診・保健指導の適切な実施

の支援

・ 受診率の向上や効果的な健診実施方法等について協議会を設置し検討する

とともに健診強化月間を設定し、受診を啓発

・ 保険者協議会と連携し、市町村や各保険者、健診機関等の従事者の技術向

上を支援

・ 健診機関で適切、有効に行われているかの評価基準作成など、精度向上を

支援

・ 保険者協議会と連携して健診機関等に関する情報提供及び市町村や国民健

康保険組合の行う健診、健康づくりへの支援

③健診受診率の向上を目指す市町村の支援

・ 受診者の利便性に配慮し、特定健診とがん検診とのセット健診や、４０歳

・５０歳などの節目健診、夜間・休日健診など受診率向上に取り組む市町村

を支援
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★脳卒中の医療の充実

①急性期

・ 脳卒中が疑われる患者に対して専門的治療が24時間実施可能で、適応ある

脳梗塞症例に早期に血栓溶解療法が実施可能であるなど、脳血管疾患の救急

受入のできる地域の病院を明確にし、各地域の消防本部等への周知を図ると

ともに、当該病院を中核的な役割を担う医療機関として、人材育成、ＣＣＵ

等の整備など機能を充実

・ 救急医療情報システムの充実、ヘリ搬送の活用等広域的な救急搬送体制を

充実

・ 病院前救護を適切に行えるよう、専門性を高めた認定救急救命士の養成等

質の向上を支援

②回復期

・ 回復期リハビリテーション病棟等の設置促進

・ 北部地域の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の確保定着のための専

門研修の機会を確保

③維持期（在宅）

・ 訪問看護ステーション及び訪問リハビリテーション等の設置促進及び機能

充実に向け、支援

・ 府民及び医療機関への適切な情報提供や相談窓口の設置、医師会と連携し

たかかりつけ医紹介システムの構築など在宅医療を推進する取組を支援

・ 各医療圏ごとに、病診連携のあり方や情報共有の方法など具体的手法を地

域保健医療協議会で検討し、地域に普及

★地域リハビリテーション連携体制の充実

・ リハビリプログラム等の情報を施設間で共有する「地域連携パス」を作成・

普及

・ リハビリ水準の向上のため、病態ごとのリハビリプログラムを標準化

（急性心筋梗塞）対策の方向

ポイント

★急性心筋梗塞の予防・早期発見（内容は脳卒中と同じ）

・ 身近な健康づくりへの支援

・ 健康づくり支援センター機能の整備による特定健診・保健指導の適切な実施

の支援

・ 健診受診率の向上を目指す市町村の支援

★急性心筋梗塞の医療の充実（内容は脳卒中と同じ）

・ 診断・治療体制の整備、地域医療連携体制の構築

★地域リハビリテーション連携体制の充実（内容は脳卒中と同じ）
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（糖尿病）対策の方向

ポイント

★糖尿病の予防・早期発見（内容は脳卒中と同じ）

・ 身近な健康づくりへの支援

・ 健康づくり支援センター機能の整備による特定健診・保健指導の適切な実施

の支援

・ 健診受診率の向上を目指す市町村の支援

・ 歯周疾患の予防・健診への支援

★糖尿病医療の充実

①診断・治療体制の整備、地域医療連携体制の構築

・ 専門医やそれに準ずるかかりつけ医の人材育成のための研修等を支援

・ 合併症の治療や管理の行える医療機関や専門医、薬局等に関する情報を提

供

・ 重度合併症に関して、病院における専門医とかかりつけ医及び専門医療機

関との連携を効果的、効率的に行うための情報提供書や標準的な治療計画書

（地域連携クリティカルパス等）の作成など具体的手法を地域保健医療協議会

で検討し、地域に普及

②継続治療の促進（重症化や進行の防止）

・ 軽症者・予備群に対するかかりつけ医・産業医と栄養士・歯科衛生士との

共同によるきめ細やかな栄養・運動・歯周病の指導・管理を促進

（後発医薬品に対する理解の促進）対策の方向

ポイント

後発医薬品に対する理解の促進★

・ 後発医薬品に関して、患者に処方する医師や調剤をする薬剤師、医薬品を選択

する医療機関の、後発医薬品に対する理解や信頼性を高めるため、関係団体との

情報・意見交換や府政円卓会議を実施

健康づくりの推進

（生活習慣病対策）対策の方向

ポイント

★生活習慣病予防（内容は脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病と一部同じ）

①健康づくり支援センター機能の整備による特定健診・保健指導の適切な実施

の支援

・ 受診率の向上や効果的な健診実施方法等について協議会を設置し検討する

とともに健診強化月間を設定し、受診を啓発

・ 保険者協議会と連携し、市町村や各保険者、健診機関等の従事者の技術向

上を支援

・ 健診機関で適切、有効に行われているかの評価基準作成など、精度向上を

支援
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・ 保険者協議会と連携して健診機関等に関する情報提供及び市町村や国民健

康保険組合の行う健診、健康づくりへの支援

②健診受診率の向上を目指す市町村の支援

・ 受診者の利便性に配慮し、特定健診とがん検診とのセット健診や、４０歳

・５０歳などの節目健診、夜間・休日健診など受診率向上に取り組む市町村

を支援

③身近な健康づくりの支援

・ 健康手帳の配布や健康教室、訪問指導など、府民に身近な健康増進事業を

実施する市町村を支援

④先進的取組への支援

・ 脳の健康づくりや携帯電話を活用した健康管理など、先進的な取組の普及

・ 早期診断に有用な、PET、MRI、レーザーなどを含む「光医療産業バレー構

想」の推進

（２）地域ケア確保推進指針の推進

地域ケア体制を確保するための方策

・訪問看護ステーションの施設整備への助成１ 介護等サービス

基盤の整備・マ

・地域密着型サービス(グループホーム、小規模多機能等)の基盤ンパワー確保

整備促進

・介護従事者のケア技術向上

・介護人材の確保・資質向上の支援 など

・在宅医療を支える医療従事者の確保・養成２ 在宅医療の充実

・地域における病・診連携システムの構築等

・かかりつけ医、ケアマネジャー等の連携強化の支援 など

・地域力再生による見守り活動の強化３ 見守りの確保

・災害時における要配慮者の支援

・高齢者の成年後見制度利用促進など権利擁護の充実

・地域連携による認知症の早期発見体制の確立 など

・住宅・施設等の情報提供相談システムの整備支援４ 多様な住まい等

・介護サービスの付いた住宅の整備促進の普及

・転倒骨折を予防するための住まい及び暮らし方の普及 など

２ 京都府及び関係機関の連携・協力

生活習慣病予防対策の推進や効率的な医療供給体制の確立を図るためには、関係機関

の連携・協力が不可欠なことから、京都府では、関係機関がそれぞれの役割に沿って、

連携・協力しながら施策の推進にあたれるよう調整及び支援を行います。
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Ⅴ 公表等について

医療費の見通しや施策の実施状況等の結果については、府民、関係団体、学識経験者

からなる委員会を設置し、意見をいただくとともに、見通しの最終年度の翌年度（平成

２５年度）に公表することとします。

また、医療費を取り巻く現状分析については、平成２３年度に診療報酬明細書のオン

ライン化が全面的にスタートし、医療費に係るデータが電子化されれば詳細な分析がで

きることから、同データが統計上利用可能となった段階で、年齢別、性別、疾病別等の

詳細な分析を行い、今後の医療費の見通しや施策の推進の参考とすることとします。


